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雪の処理に

12月16日号

困ったら
雪のシーズンを乗り切るため、ご活用ください

保存版

●裏面では、宅地除雪・屋根の雪おろし業者を紹介

おおむね65歳以上の高齢者だけの世帯や、身体の不自由
なかただけの世帯などを対象に、道路除雪の際に生じた玄関
前の雪の塊などを寄せます。道路に面している玄関先に限り
ます。ご希望のかたは「秋田市道路除排雪対策本部」へ連絡
し、登録してください。
※雪よせ作業に協力できるかたがいる世帯は、対象となり

ませんのでご了承ください。

除雪後の間口の雪 高齢者だけの世帯　
身体の不自由なかただけの世帯対象

町内会で除雪したい
町内会や地域のみなさんが共同で排雪作業を行う場合は、

ダンプトラックまたは積み込み機械(運転手付き)のいずれか
を、無料で貸し出します。どうぞご活用ください。
詳しくは「秋田市道路除排雪対策本部」までお問い合わせ

ください。

電話(864)3643
FAX(864)0881秋田市道路除排雪対策本部

凍結した路面
道路除排雪対策本部では、町内会や地域のみなさんに、凍

結抑制剤をさしあげています。滑りやすい坂道や交差点など
への散布をお願いします。

広報あきた12月16日号
２～３ページにも
除雪関連記事があります。
そちらもご覧ください！
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おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者などを対象に、
「玄関から道路に出るまでの通路」の雪寄せをする援助員を
シルバー人材センターから派遣します。
利用料金／回数 １時間300円で、１週間に１回１時間以内
※事前登録(１～２週間かかります)が必要です。
※屋根の雪下ろしなど危険な作業、過度な負担がかかる作
業にはご利用いただけません

●問い合わせ 高齢福祉課　電話(８６６)２０９５
または最寄りの在宅介護支援センター

玄関先から道路までの雪 〔高齢者軽度生活援助事業〕

除雪ボランティアを派遣します
秋田市社会福祉協議会では、ひとり暮らし高齢者世帯、高

齢者のみの世帯、障害者世帯などで、下記の条件にすべて該
当する場合、そのご家庭に除雪ボランティアを派遣します。
ただし、「屋根の雪おろし・氷おとし」「駐車場の除雪」は

行いません。また、大がかりな排雪作業も行いません。
条件① 市内に除雪援助をしてくれる親族などがいない世帯

で、自力では除雪ができない世帯。ただし、他の制
度を利用できる場合は原則対象となりません。

条件② 経済的に業者へ除雪を依頼することが困難な世帯

除雪内容 ・玄関から道路に出るまでの通路の雪よせ
・ガスボンベ、ストーブの排気口、窓ガラスなど
危険箇所の除雪

・その他、日常生活の確保に必要な除雪
・除雪にかかわる相談　

●問い合わせ 秋田市ボランティアセンター(市社協)
電話(８６２)７４４５ FAX(８６３)６０６８

町内会にボランティア保険の掛金を補助
市ボランティアセンターでは、町内会で除排雪活動を行う
際に、ボランティア行事用保険の掛金を補助します。１町内
につき年度内１回限り30人まで補助。詳しくはボランティア
センターへお問い合わせください。

除雪
ボランティア
募集中！

個人、団体(企業)、学校などで、除雪ボランティアに
参加してくださるかたは、市ボランティアセンター
までご連絡ください！　よろしくお願いします。
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